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表紙

上記の事項につきましては、法令および当社定款第15条第2項の規定に基づき、
書面交付請求をされた株主様に交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への
記載を省略しています。

第113回定時株主総会招集ご通知
電子提供措置事項（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制
お よ び そ の 運 用 状 況

株式会社の支配に関する基本方針

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表
2025年度（2024年12月１日から2025年11月30日まで）

キユーピー株式会社

※連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書
および個別注記表は、2026年１月21日までに会計監査人が監査
を行った内容です。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制およびその運用状況（2025年11月30日現在）

●内部統制システムの基本方針
　当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システ
ム）の基本方針について、下記のとおり決議しています。

(1) 当社グループの業務執行体制の枠組み
　当社は、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営会議を設置し、当社グループ全
体にとっての重要事項を審議させる。また、市販用市場・業務用市場・海外市場を担当す
る各市場統括を設置して各市場における当社グループの戦略の策定と推進を担わせるとと
もに、グループを横断する重要テーマ・領域ごとに経営会議から委嘱を受けた各種重要会
議・委員会を設置し、当社グループ全体の重要方針を策定・周知徹底・モニタリングさせ
る。

(2) 当社およびその子会社の取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制

① 当社グループは、創業の精神として下記の社是・社訓を掲げ、長年にわたり従業員へ
の教育・周知徹底を継続することにより企業風土を醸成してきたのであって、当社お
よびその子会社の取締役は経営判断においてもこの企業風土を尊重しなければならな
い。また、社是・社訓に下記のめざす姿を加えてグループの理念と定め、当社および
その子会社の取締役および従業員が最も大切にすべき基本的な価値観、志とする。

(社是)
楽業偕悦

(社訓)
･道義を重んずること
･創意工夫に努めること
･親を大切にすること
（大切にしている教え）『世の中は存外公平なものである』
（めざす姿）
　　　私たちは「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって世界の食と健康に

貢献するグループをめざします。
② 当社グループは、当社およびその子会社の取締役および従業員が法令・定款および当
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社グループの理念を遵守した行動をとるために、グループ規範(倫理規範と行動規範で
構成)およびコンプライアンス規程を定めており、当社およびその子会社の取締役およ
び従業員はこれらを遵守する義務を負う。

③ 当社グループは、当社のコンプライアンス担当執行役員にコンプライアンス委員会を
統括させ、これにより当社グループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備およ
び問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコンプライアンス推進に関する
企画、啓発および教育などを行う。当社のコンプライアンス担当執行役員は、かかる
活動を定期的に当社の取締役会に報告する。

④ 当社グループは、公益通報者保護法に対応した内部通報制度として、社内窓口、社外
窓口(弁護士を含む)を有する「ヘルプライン」を当社に設置する。通報・相談窓口か
ら報告を受けた当社のコンプライアンス担当執行役員は、コンプライアンス調査会に
事実関係の調査を指示し、違反行為があれば、その是正策および再発防止策を担当部
門と協議のうえ決定し、処分結果を含めて社内に公表するとともに、当社グループ全
体に再発防止策を実施させる。

⑤　当社グループは、社会の一員として社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは
一切関係を持たず、不当要求に対しては毅然として対応する。

(3) 当社およびその子会社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 当社グループは、職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程、会社情

報取扱規程、個人情報保護基本規程、その他の規程およびそれに関する各管理マニュ
アルに従い、文書または電磁的記録により、適切に保存および管理(廃棄を含む)の運
用を実施し、当社のコーポレート担当取締役が必要に応じて運用状況の検証、各規程
の見直しなどを行う。

② 当社の取締役および監査役は、常時、これらの文書または電磁的記録を閲覧できる。

(4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループは、リスクマネジメント基本規程により、個々のリスクに関しては、こ

れに対応する組織などにおいて継続的に監視することとするほか、当社グループ全体
の全社的リスクに関しては当社のリスクマネジメント担当執行役員を委員長とするリ
スクマネジメント委員会に情報を集中させ、そのリスクの評価、優先順位などを総括
的に管理するとともに、当該委員長が当社グループ全体の全社的リスクの評価や対応
状況などを定期的に当社の取締役会に報告する。
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② 当社グループは、危機管理マニュアルを作成し、あらかじめ具体的な危機を想定・分
類して、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急対応体制を整備する。重大危機の
発生時には、危機の種類毎にあらかじめ定めた当社の担当取締役を本部長とする緊急
対策本部を速やかに設置し、迅速かつ適切な対応に努める。

③　当社グループは、サステナビリティ活動を持続可能な社会の実現への貢献とグループ
の持続的な成長をめざすうえで重要な課題と捉え、取締役会の議論を経て定めるサス
テナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティの取り組みを推進する。当社グル
ープのサステナビリティ活動は、サステナビリティ委員会の統括のもと当社グループ
内の各社・各組織が推進するものとし、サステナビリティ委員会は当社グループのサ
ステナビリティ重点課題を設定し、その進捗をモニタリングするとともに、その実現
を支援する。

④　当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制を構築するため、関係する
諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓
蒙を行うことにより財務報告に係る内部統制の充実を図る。また、各担当部門は、当
社監査役と連携して、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善するための
仕組みを構築する。

⑤ 内部監査室は、合法性と合理性の観点から、自主監査などを行う品質・環境・安全・
労務などの各スタッフとも連携し、当社グループの経営活動全般にわたる管理・運営
の制度および業務の遂行状況について、内部監査を行う。また、当社代表取締役 社長
執行役員の指名に基づき財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。

(5) 当社およびその子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体
制

① 当社グループは、取締役および従業員が共有する当社グループ全体の全社的な経営目
標を定め、この浸透を図るとともに、この経営目標達成に向けて最適な組織編成を行
い、各部門の責任者を当社の代表取締役 社長執行役員が当社取締役会の決議に基づき
任命する。その責任者に権限を委譲することにより、迅速かつ適切な意思決定と業務
執行を行う。

② 当社の取締役会の決議に基づく業務執行については、当社またはその子会社の定める
決裁基準に基づき、それぞれの責任範囲、決裁手続について定める。

③ 具体的な当社グループの経営活動の推進策については、当社取締役会が決議した業務
執行の基本方針に基づき、当社の経営会議または各種重要会議・委員会の定例および
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臨時の審議に委ね、迅速かつ適切な意思決定と業務執行を図る。
④　当社グループは、グループの持続的な成長を実現するため、デジタルトランスフォー

メーション(ＤＸ)を重要な経営課題と位置づけ、デジタル技術を活用して事業モデル
と業務プロセスの変革を進める。当社グループのＤＸに向けた取り組みは、ＤＸ推進
委員会の統括のもと当社グループ内の各社・各組織が推進するものとし、ＤＸ推進委
員会は当社グループのデジタル戦略・資源投入の方向付け、重点目標の設定と支援、 
推進体制の整備、デジタルリテラシー教育の推進を担う。

(6) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社グループは、「グループ経営の基本的な考え方」に基づき、グループ合同経営会

議、各市場統括ごとの会議体において企業集団としての連結経営目標や事業運営方針
を共有するとともに、組織・人事、資金調達についてもグループ全体での最適化を図
る。また、業務執行においては、グループ決裁基準に基づいて子会社経営の権限を定
め、権限委譲による効率化とグループ管理の均衡を図る。

② 当社の子会社は、毎月、自社を管掌する当社の担当執行役員に対して事業計画の進捗
状況について報告する。また、子会社の取締役会に出席した当社からの派遣取締役
は、取締役会の審議状況・経営課題などについて、上記の担当執行役員に報告する。

③ 当社グループでは、適切なグループガバナンスの構築に関する方針の策定、重点課題
の決定および取り組みの推進については、当社のグループガバナンス担当執行役員を
委員長とするグループガバナンス委員会がこれを担う。

④ 当社の子会社であるアヲハタ株式会社については、当社と連結経営目標を共有すると
ともに、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する情報交換を緊密に行うこと
とする一方、東京証券取引所上場企業であることに加え、独自の企業グループを形成
していることに鑑み、業務の適正を確保するための体制を独自に構築する。
（注）アヲハタ株式会社は、2025年10月30日に同社株式が上場廃止となり、11月1

日に当社の完全子会社となりました。従って、④は本基本方針から削除する予
定です。

(7) 監査役監査の実効性を確保するための体制
①　当社の監査役の職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項
　　当社の内部監査室は、当社監査役会との協議により当社監査役の要望した事項の内部

監査を実施し、その結果を当社監査役会に報告する。また当社は、当社監査役がその
－ 4 －
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職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、速やかにその求めに応じる。
②　当社の監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性および当該従業員に対

する当該監査役の指示の実効性の確保に関する事項
　　当社の監査役より監査業務に必要な要望を受けた当社の内部監査室所属の従業員は、

その内部監査に関して、当社の内部監査室担当取締役以外の取締役などの指揮命令を
受けない。また、当社監査役の職務を補助すべき従業員を置いた場合、その従業員
は、独立性の確保のために、当社監査役以外からの指揮命令を受けない。

③　当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員等が当社監査役に報告をする
ための体制その他の当社監査役への報告に関する体制

　　１)当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員等は、当社監査役会の定め
るところに従い、当社監査役の要請に応じて必要な報告を行う。

　　２)前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。
・各社の株主総会に付議される決議議案の内容
・当社の内部統制システム構築に関わる各部門の活動状況
・当社の内部監査室、自主監査スタッフおよび子会社の監査役の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
・業績および業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用および通報・相談内容
・法令・定款に違反する行為または不正行為
・当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項

　　３)当社の内部通報制度「ヘルプライン」には、取締役、従業員、子会社の役員および
従業員等が当社監査役に匿名で通報・相談できる体制を整備する。

④　上記(７)③の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制

　　当社は、当社監査役に報告を行ったことを理由に、その報告者に対して不利益な取扱
いを行わないものとし、子会社においてもこれを徹底させる。

⑤　当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　１)当社監査役の職務の執行が円滑になされるために必要な監査費用について毎年予算
措置を講じる。

　　２)当社監査役から、外部の専門家(弁護士、会計士等)に協力を得るなど特別な費用の
請求がなされた場合には、費用の内容が不合理でない限り、その費用は会社が負担
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する。
⑥　その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　１)当社取締役会は、当社監査役会に各年度の監査方針、重点監査項目および監査方法

等の報告を求め、それらを共有する。
　　２)当社の取締役、従業員、当社子会社の役員および従業員は、当社監査役からヒアリ

ングの求めがあった場合には適宜協力する。また、代表取締役 社長執行役員は、定
期的に当社監査役会との意見交換の機会を持つ。

　　３)内部統制システム構築に関わる委員会、内部監査室および自主監査スタッフは、監
査役監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。

●内部統制システムの運用状況
　2025年度における内部統制システムの運用状況は、大略下記のとおりです。

(1) 当社グループの業務執行体制の枠組みに基づく運用状況
・グループ経営の重要な事項の審議およびモニタリングを行う重要会議として、経営会議

および中計推進会議を、またグループの内部統制に関わる主な重要委員会として、リス
クマネジメント委員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、グループ
ガバナンス委員会、DX推進委員会を開催しました。

(2) 当社およびその子会社の取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制に基づく運用

・グループの理念を尊重する企業風土づくりの一環として、国内外の従業員に向けて、当
社の理念研修を継続実施しました。

・また、グローバルにコンプライアンス意識向上を図るための現状把握として、海外グル
ープ従業員を対象とした従業員意識調査を、初めて実施しました。

(3) 当社およびその子会社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制に
基づく運用

・サイバー攻撃を想定したメディアトレーニングや、従業員のリテラシー向上施策とし
て、標的型攻撃メール訓練を複数回実施しました。また、情報セキュリティリスクへの
対応として、グローバルのセキュリティポリシーを整備しました。
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(4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制に基づく運用
・リスクマネジメント委員会において、グローバルにリスク管理を行う体制を検討し、

「グローバルリスク マネジメントガイドライン」を策定しました。また、当年の主要な
リスクテーマについて対策をモニタリングするとともに、2026年度にモニタリングの対
象とする主要なリスクテーマを決定しました。

・サステナビリティ委員会では、CO２およびプラスチック排出量削減率の目標達成に向け
て、体制整備を行いました。

・資源循環型の社会をめざし、2024年度から実施している使用済みマヨネーズボトル回収
実証実験については、当年も検討を継続し、資源循環に向けた課題の洗い出しや技術検
証を行いました。

(5) 当社およびその子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体
制に基づく運用

・2025-2028年度 中期経営計画で掲げるDX戦略のもと、各部門のDX戦略を推進すると
同時に、部門横断の横ぐしをさした全社変革のDX推進に注力しました。経営や営業の実
績に関するダッシュボード開発、AIエージェントを組み込んだマーケティングプロセス
変革などのプロジェクトを進めました。また、従業員のデジタルリテラシー向上施策と
して、学習コンテンツの配信・DXセミナーの開催を行いました。

・2025年8月には、経済産業省が定めるDX認定制度に基づき、当社が「DX認定事業者」
に認定されました。

(6) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制に基づく運用
・グループガバナンス委員会が主導する「海外ガバナンスプロジェクト」では、日本を含

めたグローバルのガバナンス体制の構築に取り組みました。当年はガバナンスを実践す
るうえでのガイドラインと、各リージョンでの決裁基準の浸透施策を実施しました。

(7) 監査役監査の実効性を確保するための体制に基づく運用
・内部監査室から監査役会に対して、内部監査の結果報告を適宜実施しました。
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株式会社の支配に関する基本方針（2025年11月30日現在）

 (1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じる
か否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配
権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するもの
ではありません。
　しかしながら、当社グループの経営に当たっては、幅広いノウハウと豊富な経験、な
らびにお客様や従業員などのステークホルダーとの間に築かれた関係などへの十分な理
解が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる
株主価値を適正に判断することはできません。
　また、大量買付行為の中には、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価
値および株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえず、そのような大量買付行
為から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守る
のは、当社の経営を預かる者としては、当然の責務であると認識しています。
　従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、当社
の企業価値の源泉を中長期的に維持・発展させ、当社の企業価値および株主共同の利益
を増大させることができるかという観点から検討されるべきものと考えています。
　以上の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方を、
以下「本基本方針」といいます。

 (2) 当社の本基本方針の実現に資する特別な取り組み
　当社は、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社
の企業価値および株主共同の利益の向上に資するための取り組みとして、以下の取り組
みを実施しています。
①グループの長期ビジョンおよび中期経営計画の策定

　当社グループは、「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって世界の食と健康に
貢献するグループをめざし、長期ビジョン「キユーピーグループ 2030ビジョン」を
掲げています。
　近年、少子高齢化、共働きや単身世帯の増加などにより世帯構成が変わり、家庭で
の調理において時短や簡便性などが求められています。また、食品を購入する場面で
はＥＣやドラッグストアなどが広がりをみせています。新型コロナウイルス感染症の
世界的な拡大は当社グループの業績へ大きな影響を及ぼすとともに、これらの流れを
さらに加速させ、新たな生活様式を生みました。家で過ごす時間が増えたことで家庭
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での調理が見直されるようになり、買い物の回数・時間の減少による容量や日持ち、
予防や免疫などの衛生・健康面のニーズでも変化がみられており、新型コロナウイル
ス感染症の拡大が収束した後も当面続いていくと想定しています。
　2025-2028年度 中期経営計画では、「～Change&Challenge～ 成熟市場での経
営効率化と成長領域への投資加速」をテーマとし、「国内事業の構造改革」と「グロ
ーバル展開の加速」による経済価値の創出に加え、「食と健康への貢献」「環境への
配慮」「人的資本の価値拡大」による社会価値の創出を推進しています。これを支え
る仕組みとして、資本コストや株価を意識した経営を戦略的に進めるとともに、IT・
デジタルを活用したバリューチェーンの変革や、低収益ビジネスからの脱却による高
収益なポートフォリオへの転換を実現していきます。

②コーポレート・ガバナンスの整備
　当社グループは、効率的で健全な経営によって当社の企業価値および株主共同の利
益の継続的な増大を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要
な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけていま
す。
　当社は、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅
速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役および執行役員の任期を
１年としています。また、監査体制の一層の充実強化を図るため、社外監査役３名を
含む監査役５名の体制をとっています。
　2018年８月には、取締役会の構成や取締役などの指名・報酬の在り方などに関する
客観性、妥当性および透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委
員会を設置しました。５名以上の委員で構成し、委員の半数以上は当社が定める独立
性基準を満たした社外役員と定めているほか、委員長は社外取締役たる委員の中から
選定することになっています。
　また、当社グループが経営の健全性、公正性および透明性を高め、より良く社会と
お客様に貢献できるように助言・提言を得ることを目的に、社外の有識者により構成
する経営アドバイザリーボードを代表取締役 社長執行役員の諮問機関として設置して
います。

 (3) 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配さ
れることを防止するための取り組み
　当社は、2008年２月に導入した「当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛
策）」について、これを継続しないことを2022年12月開催の取締役会で決議し、その更
新期限である2023年２月開催の第110回定時株主総会終結の時をもって廃止しました。
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　しかしながら、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買
付行為に対して十分な備えを行うことは、株主の皆様から負託を受けた経営者としての
重大な責務であると認識しています。
　突然に大量買付行為がなされた際には、買付者が提示する当社株式の取得対価の妥当
性について短期間の内に判断を求められる株主の皆様にとって、買付者および当社取締
役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。さら
に、当社株式の継続保有を検討する上でも、係る買付行為が当社に与える影響や、買付
者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、買付者の過去の投
資行動、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重要な判断材料になる
と考えます。
　従って、当社は今後も、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのあ
る大量買付行為が行われる場合には、当該行為を行う者に対し、株主の皆様がその当否
を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求めるとともに、独立性を
有する社外役員の意見を最大限尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関連法令
の許容する範囲内において、その時点で採用可能かつ適切と考えられる施策（いわゆる
買収防衛策を含む）を講じる所存です。

 (4) 上記（２）および（３）の取り組みが本基本方針に沿うものであること、当社株主の共
同の利益を損なうものではないこと、および当社役員の地位の維持を目的とするもので
はないこと、ならびにその理由
　上記（２）記載の取り組みは、当社の企業価値および株主共同の利益を維持・増大さ
せることを目的として取り組むものであり、まさに本基本方針の実現に資するものであ
ります。
　また、上記（３）記載の取り組みは、当社株式の大量買付行為が行われる場合に、当
該買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保す
ること、また株主の皆様のために買付者との交渉等の措置を講じることにより、当社の
企業価値および株主共同の利益を維持させるためのものであり、本基本方針に沿うもの
であります。
　従って、当社取締役会は、これらの取り組みが当社株主の共同の利益を損なうもので
はなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しています。
　なお、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為に
対して買収防衛策を含む必要な施策を講じる場合には、独立性を有する社外役員の意見
を最大限尊重した上で判断することから、当該判断の公平性・中立性が担保されるもの
と考えています。
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連結株主資本等変動計算書（2024年12月１日から2025年11月30日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 24,104 28,412 224,209 △5,847 270,878
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △8,757 △8,757
親会社株主に帰属する当期純利益 30,506 30,506
自己株式の取得 △16,288 △16,288
自己株式の処分 4 21 25
株式交換による変動 △6,701 14,201 7,499
連結子会社株式の取得による
持分の増減 △772 △772

連結範囲の変動 △６ △6
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △7 △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － △7,476 21,742 △2,065 12,200
当期末残高 24,104 20,935 245,952 △7,912 283,079

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計

その他有価
証 券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換
算 調 整
勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

当期首残高 13,501 △9 6,454 11,466 31,413 29,346 331,638
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △8,757
親会社株主に帰属する当期純利益 30,506
自己株式の取得 △16,288
自己株式の処分 25
株式交換による変動 7,499
連結子会社株式の取得による
持分の増減 △772

連結範囲の変動 △6
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 1,674 70 1,289 6,536 9,571 △5,809 3,761

連結会計年度中の変動額合計 1,674 70 1,289 6,536 9,571 △5,809 15,962
当期末残高 15,175 61 7,744 18,003 40,984 23,536 347,600
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社は47社です。主要な連結子会社は、キユーピータマゴ株式会社、デリア食
品株式会社、キユーピー醸造株式会社、株式会社サラダクラブ、アヲハタ株式会社、杭
州丘比食品有限公司、北京丘比食品有限公司およびQ&B FOODS,INC.です。
　当連結会計年度において、株式会社トウ・ソリューションズの株式を追加取得したた
め、同社を持分法適用関連会社から連結子会社へ変更しています。これに伴い株式会社
トウ・ソリューションズの子会社であるTO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTDを連結
の範囲に含めています。なお、株式会社トウ・ソリューションズは2025年12月１日付
でキユーピーデジタルイノベーション株式会社に社名変更しています。
　また、山東青旗吉龍食品有限公司に出資したため、連結の範囲に含めています。
　一方、株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨンはキユーピータマゴ株式会社
を存続会社とする吸収合併をしたため、連結の範囲から除外しています。
　以上から、３社が増加し、１社が減少しています。
　非連結子会社は７社であり、主要な非連結子会社は、株式会社ホットドッグです。こ
れらの非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等のうち持分に見
合う額の合計額は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲か
ら除外しています。

２．持分法の適用に関する事項
　持分法適用の関連会社は16社です。主要な持分法適用の関連会社は、株式会社キユー
ソー流通システムです。
　当連結会計年度において、株式会社トウ・ソリューションズの株式を追加取得し、同
社が持分法適用関連会社から連結子会社になったため、持分法適用の範囲から除外して
います。なお、株式会社トウ・ソリューションズは2025年12月１日付でキユーピーデ
ジタルイノベーション株式会社に社名変更しています。
　持分法を適用していない非連結子会社（株式会社ホットドッグ他の７社）および関連
会社（エッグトラストジャパン株式会社他の10社）については、これらの会社の当期純
損益および利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計額は、いずれも連結計算書類に及
ぼす影響が軽微であるため持分法の適用範囲から除外しています。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、在外子会社10社の決算日は９月30日、７社の決算日は12月31日
です。
　連結計算書類の作成にあたっては、決算日が12月31日の在外子会社７社について
は、９月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており、その他の在外子
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会社については決算日現在の計算書類を使用しています。ただし、連結決算日との間に
発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券
①満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によるものです。
②持分法非適用の子会社株式および関連会社株式は、移動平均法による原価法による

ものです。
③その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものは、時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により、市場価
格のない株式等は移動平均法による原価法によるものです。

　デリバティブ
　時価法によるものです。
　なお、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を採用していま
す。

　棚卸資産
　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、主として移動平均法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によるものです。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によるものです。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物      　２～50年
機械装置及び運搬具   ２～10年

　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によるものです。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
ソフトウエア　　　　５～10年

　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
　なお、ＩＦＲＳを適用している在外連結子会社についてはＩＦＲＳ第16号「リー
ス」、米国会計基準を適用している在外連結子会社については米国会計基準ＡＳＵ
第2016－02号「リース」を適用しています。これにより、借手は原則としてすべ
てのリースを貸借対照表に資産および負債として計上し、資産に計上された使用権
資産の減価償却方法については定額法を採用しています。
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⑶　重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過年度実績率を基礎とした将
来の貸倒予測率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しています。

　賞与引当金
　従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額
を計上しています。

　役員賞与引当金
　　　役員に支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額

を計上しています。
⑷　収益及び費用の計上基準

当社グループは、市販用、業務用、海外、フルーツ ソリューションおよびファイン
ケミカルを主要な事業としています。
　市販用

　市販用市場において、マヨネーズ・ドレッシング類、パスタソース、サラダ、惣
菜、パッケージサラダ、育児食、介護食などの商品または製品の販売を行っていま
す。主な履行義務は、顧客に商品または製品を引き渡す義務であり、商品または製
品の納品時に支配が顧客に移転すると判断していますが、当該商品または製品の支
配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益
を認識しています。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、返
品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定し、重大な金利要素は含んでいま
せん。

　業務用
　業務用市場において、マヨネーズ・ドレッシング類、食酢、液卵、凍結卵、乾燥
卵、卵加工食品などの商品または製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧
客に商品または製品を引き渡す義務であり、商品または製品の納品時に支配が顧客
に移転すると判断していますが、当該商品または製品の支配が顧客に移転される時
までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しています。ま
た、収益は顧客との契約において約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し
等を控除した金額で測定し、重大な金利要素は含んでいません。

　海外
　中国、東南アジア、北米などの海外市場において、マヨネーズ・ドレッシング類
などの商品または製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧客に商品または
製品を引き渡す義務であり、当該商品または製品を引き渡した時点で収益を認識し
ますが、輸出販売においてはインコタームズ等に定められた貿易条件に基づきリス
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ク負担が顧客に移転する時点で収益を認識しています。また、収益は顧客との契約
において約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定
し、重大な金利要素は含んでいません。

　フルーツ ソリューション
　家庭用のジャム類や冷凍のフルーツ加工品、産業用のフルーツ加工品などの商品
または製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧客に商品または製品を引き
渡す義務であり、商品または製品の納品時に支配が顧客に移転すると判断していま
すが、当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、出荷時点で収益を認識しています。また、収益は顧客との契約にお
いて約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定し、
重大な金利要素は含んでいません。

　ファインケミカル
　　　医薬品、化粧品、食品などの原料としてヒアルロン酸や卵黄レシチンなどの商品

または製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧客に商品または製品を引き
渡す義務であり、商品または製品の納品時に支配が顧客に移転すると判断していま
すが、当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で
ある場合には、出荷時点で収益を認識しています。また、収益は顧客との契約にお
いて約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定し、
重大な金利要素は含んでいません。

⑸　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によるものです。

　数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（主として12年）による定額法により費用処理しています。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（主として12年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
　なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務の額を超えている場合に
は、連結貸借対照表の退職給付に係る資産に計上しています。

⑹　重要なヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理を採用しています。

また、振当処理の要件を満たす取引については振当処理を採用しています。
　ヘッジ手段は、為替予約取引です。
　ヘッジ対象は、外貨建仕入取引です。
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　ヘッジ方針は、為替相場の変動によるリスクを回避する目的で為替予約取引を行っ
ています。

　　　なお、投機的な取引は行わない方針です。
　ヘッジ有効性評価の方法

　　　管理手続は社内の管理規定に基づいて行い、ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手
段の時価変動額を対比分析し、その有効性を評価し厳格に管理しています。

⑺　のれんの償却に関する事項
　　のれんは、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しています。ただ

し、金額が僅少な場合は、発生年度にその全額を償却しています。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
　　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022
年10月28日）等を当連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更に
よる連結計算書類への重要な影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り
延べる場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月
28日）を当連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更による前連
結会計年度の連結計算書類への影響はありません。

　　（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」
の適用）
　「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱
い」（実務対応報告第46号 2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用して
います。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への重要な影響はありませ
ん。

Ⅲ．表示方法の変更に関する注記
　　（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において、合算掲記していた「流動負債」の「支払手形及び買掛
金」は、前連結会計年度および当連結会計年度ともに「支払手形」の残高が無いため、
当連結会計年度より「買掛金」に科目名を変更しています。

２．前連結会計年度において、独立掲記していた「流動負債」の「未払金」は、金額の
重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動負債」の「その他」に含めて表
示しています。なお、前連結会計年度の「未払金」は25,218百万円です。
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当連結会計年度
対象となる資産グループに係る
固定資産の帳簿価額 3,367百万円
減損損失 464百万円

　　（連結損益計算書）
１．前連結会計年度において、合算掲記していた「営業外収益」の「受取利息及び配当
金」は、有価証券報告書との一体的開示を図る観点から、当連結会計年度より「受取利
息」と「受取配当金」に独立掲記しています。なお、前連結会計年度の「受取利息」は
686百万円、「受取配当金」は564百万円です。

２．前連結会計年度において、 独立掲記していた「営業外収益」の「保険返戻金」は、
金額の重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に
含めて表示しています。なお、前連結会計年度の「保険返戻金」は11百万円です。

３．前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示していた「支
払手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。
なお、前連結会計年度の「支払手数料」は11百万円です。

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記
　　（キユーピータマゴ株式会社の固定資産の評価）

　キユーピータマゴ株式会社の一部の資産グループに係る固定資産は、土地の市場価格
の著しい下落による影響を受けて、期末において減損の兆候が識別されました。減損損
失の認識の判定を行い、当該資産グループのうち割引前キャッシュ・フローが固定資産
の帳簿価額を下回っている資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として計上しました。

　１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　　⑴　将来キャッシュ・フローの見積りの算定方法および主要な仮定

　　　減損損失の認識の判定および測定において、鶏卵需給バランスの安定を前提に、売
上数量、単位当たりの粗利益を主要な仮定として作成された事業計画に基づき、将来
キャッシュ・フローを算定しています。
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　受取手形 25百万円
　売掛金 75,090百万円

　保証債務 99百万円

　契約負債 258百万円

発 行 済 株 式 の 種 類 自 己 株 式 の 種 類
普通株式 普通株式

当連結会計年度期首株式数 141,500,000株 2,498,321株
当連結会計年度増加株式数 － 3,991,229株
当連結会計年度減少株式数 － 4,162,992株
当 連 結 会 計 年 度 末 株 式 数 141,500,000株 2,326,558株

　　　⑵　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　　　鳥インフルエンザ感染拡大の影響により、業績が悪化して、将来キャッシュ・フロ

ーの見積り額と実績に乖離が生じた場合には、減損損失を計上する可能性がありま
す。

Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記
　１．受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の残高

２．偶発債務
　　従業員の金融機関からの借入金に対して連帯保証をしています。

　３．流動負債のその他のうち、契約負債の残高

Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．当連結会計年度増加普通株式の自己株式数3,991,229株は、取締役会決議に基づく
自己株式の取得による3,989,800株および単元未満株式の取得による1,429株で
す。

２．当連結会計年度減少普通株式の自己株式数4,162,992株は、アヲハタ株式会社との
株式交換により交付した4,153,944株および譲渡制限付株式報酬として処分
した9,048株です。
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２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額

　2025年１月20日開催の取締役会において次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　　　　　4,309百万円
②１株当たり配当額　　　31円00銭
③基準日　　　　　　　　2024年11月30日
④効力発生日　　　　　　2025年２月７日
　2025年６月30日開催の取締役会において次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　　　　　4,448百万円
②１株当たり配当額　　　32円00銭
③基準日　　　　　　　　2025年５月31日
④効力発生日　　　　　　2025年８月６日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの
2026年１月21日開催の取締役会において次のとおり決議しています。
・普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　　　　　4,453百万円
②配当の原資　　　　　　利益剰余金
③１株当たり配当額　　　32円00銭
④基準日　　　　　　　　2025年11月30日
⑤効力発生日　　　　　　2026年２月６日

Ⅶ．金融商品に関する注記
　１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入および社債発行に
より調達しています。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また短期的な運
転資金を銀行借入により調達しています。デリバティブ取引は、後述するリスクのヘッ
ジを目的としており、投機目的では行わない方針です。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされています。有価
証券及び投資有価証券は、主に業務等に関連する取引先企業の株式であり、市場価格の
変動リスクにさらされています。
　営業債務である買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日です。また、その一部に
は、原料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされています
が、必要に応じ為替予約取引を利用してヘッジしています。短期借入金は、主に営業取
引に係る資金調達であり、長期借入金、社債およびファイナンス・リース取引に係るリ
ース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものです。
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　デリバティブ取引は、外貨建債務等に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とし
た為替予約取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方
針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「Ⅰ．連結計算書類作成のための
基本となる重要な事項に関する注記　４．会計方針に関する事項　⑹　重要なヘッジ会
計の方法」をご参照ください。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当社は、営業債権について、営業管理部門および経理財務部門が主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務
状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社について
も、同様の管理を行っています。
　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定している
ため信用リスクはほとんどないと認識しています。
②市場リスクの管理
　当社グループは、外貨建債務等に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為
替予約取引を利用しています。当社の当該デリバティブ取引に係るリスク管理は、社内
規定により生産本部と財務戦略推進部が行っており、その取引結果はすべて財務戦略推
進部長に報告されています。連結子会社については主として管理部門が行い、その取引
結果についても各子会社の担当取締役に報告されています。
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状
況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業と
の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関との
当座貸越契約や、キャッシュ・マネジメント・システムによる手元流動性を一定水準に
維持することなどにより流動性リスクを管理しています。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴有価証券及び投資有価証券 51,661 72,176 20,514
資産計 51,661 72,176 20,514

⑵社債 10,000 9,897 △102
⑶長期借入金(＊2) 5,500 5,448 △51
⑷リース債務 4,471 4,578 107
負債計 19,971 19,924 △46

デリバティブ取引(＊3)
　ヘッジ会計が適用されてい
ないもの － － －
　ヘッジ会計が適用されてい
るもの 147 147 －
　デリバティブ取引計 147 147 －

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
非上場株式 18,910

２．金融商品の時価等に関する事項
　当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について
は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれていません
（（注１）参照）。

(＊1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入金（ただし、１年内返済予定の長
期借入金を除く）、未払金および未払法人税等については、現金であること、および短期
間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略していま
す。

(＊2)１年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(＊3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

（注１）市場価格のない株式等
　　　　市場価格のない株式等は、「（１）有価証券及び投資有価証券」には含めていませ
　　　　ん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 27,754 － － 27,754
　　その他 － 15,000 － 15,000

資産計 27,754 15,000 － 42,754
デリバティブ取引
　通貨関連 － 147 － 147

デリバティブ取引計 － 147 － 147

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、
　　以下の３つのレベルに分類しています。
　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形
　　　　　　　　　　成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格
　　　　　　　　　　により算定した時価
　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
　　　　　　　　　　以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
　　ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
　　に時価を分類しています。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　関連会社株式 29,421 － － 29,421

資産計 29,421 － － 29,421
社債 － 9,897 － 9,897
長期借入金 － 5,448 － 5,448
リース債務 － 4,578 － 4,578

負債計 － 19,924 － 19,924

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
　　有価証券及び投資有価証券
　　　上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しています。一方で、合同運用指定金銭信託等は
取引金融機関から提示された価格により算定しており、レベル２の時価に分類していま
す。

　　デリバティブ取引
　　　為替予約の時価は取引金融機関より提示された時価を用いており、その時価は為替レー

ト等の観察可能なインプットを用いて算出されていることから、レベル２の時価に分類し
ています。

　　社債
　　　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類していま
す。

　　長期借入金
　　　長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しています。
　　リース債務
　　　リース債務の時価は、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に同様のリー

ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル
２の時価に分類しています。
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（単位：百万円）

市販用 業務用 海外
フルーツ
ソリュー
ション

ファイン
ケミカル 共通

連結
計算書類
計上額

売上高
顧客との契約から
生じる収益 189,823 185,584 100,262 17,575 11,836 8,334 513,417
その他の収益 － － － － － － －
外部顧客への
売上高 189,823 185,584 100,262 17,575 11,836 8,334 513,417

１株当たり純資産額 2,328.49円
１株当たり当期純利益 220.63円

Ⅷ．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

Ⅸ．収益認識に関する注記
　１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．連結計算書類
作成のための基本となる重要な事項に関する注記　４．会計方針に関する事項　（４）収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)　顧客との契約から生じた債権および契約負債の残高

　顧客との契約から生じた債権の期末残高は、「Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記　
１．受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の残高」に記載のとおり
です。また、顧客との契約から生じた契約負債の期末残高は、「Ⅴ．連結貸借対照表に
関する注記　３．流動負債のその他のうち、契約負債の残高」に記載のとおりです。

(2)　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務
上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。また、顧客と
の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記
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Ⅺ．企業結合等関係に関する注記
　　（簡易株式交換による完全子会社化）

　当社およびアヲハタ株式会社（以下「アヲハタ」といいます。）は、両社の2025年
７月３日の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、アヲハタを株式交換完
全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同
日付で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結しました。本株式
交換は、2025年９月25日開催のアヲハタの臨時株主総会の決議による本株式交換契約
の承認を得たため、本株式交換契約に基づき行われました。
　当社においては、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同
じです。）第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決
議による本株式交換契約締結の承認を得ずに、本株式交換が行われました。
　なお、アヲハタの普通株式は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場において、
2025年10月30日付で上場廃止（最終売買日は2025年10月29日）となりました。

１．本株式交換の概要
　⑴　株式交換完全子会社の名称および事業の内容
　　　株式交換完全子会社の名称　アヲハタ株式会社
　　　事業の内容　　　　　　　　フルーツ加工品および調理食品の製造販売および輸出入
　⑵　本株式交換の目的

　当社およびアヲハタが、これまで以上に情報や人的資源の協業体制を強化し、迅速
な意思決定体制のもとで経営を推進できる環境が、グループ全体の企業価値を将来に
わたり最大化させる最善の方法であるとの判断により、本株式交換を行うことを決定
したものです。

　⑶　企業結合日
　　　2025年11月１日（株式交換の効力発生日）
　　　2025年11月30日（みなし取得日）
　⑷　本株式交換の法的形式

　当社を株式交換完全親会社とし、アヲハタを株式交換完全子会社とする株式交換で
す。当社は、会社法第796条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない
簡易株式交換の手続きにより行いました。
　なお、本株式交換契約は、2025年９月25日開催のアヲハタの臨時株主総会におい
て承認されています。

　⑸　結合後企業の名称
　　　アヲハタ株式会社

－ 25 －



2026/01/26 18:16:56 / 25276321_キユーピー株式会社_招集通知

連結注記表

当社
（株式交換完全親会社）

アヲハタ
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率 １ 0.91
本株式交換により交付する
株式数 当社普通株式：4,153,944株

２．取得原価の算定等に関する事項
　⑴　被取得企業の取得原価およびその内訳

取得の対価　普通株式（自己株式）　　18,298百万円
取得原価　　　　　　　　　　　　　　18,298百万円

　⑵　株式交換に係る割当の内容

（注１）当社は、本株式交換の株式交換比率の算定に当たり、公平性、妥当性を確保
　　　　するため、当社ならびにアヲハタから独立した第三者機関に株式交換比率の
　　　　算定を依頼しています。
（注２）当社の交付する株式は、全て当社の保有する自己株式を充当しました。

３．会計処理の概要
　本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」および「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等として処理していま
す。

４．非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項
　⑴　資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得
　⑵　非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
　　  10,798百万円
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Ⅻ．重要な後発事象に関する注記
　　（社債の発行）

　当社は、2025年12月25日開催の取締役会において、下記のとおり無担保社債の発行
を決議しました。

第４回無担保社債
　①　社債の種類　　国内無担保普通社債
　②　発行予定期間　2026年２月１日から2026年２月28日まで
　③　発行総額　　　10,000百万円以下
　④　発行価格　　　各社債の金額100円につき金100円
　⑤　利率　　　　　年3.0％以下
　⑥　償還期限　　　７年
　⑦　償還方法　　　満期一括償還
　⑧　資金の使途　　第３回無担保社債の償還資金
　⑨　特約　　　　　社債間限定同順位特約

　　（自己株式の取得）
　当社は、2026年１月14日の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による
定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議しました。

１．自己株式の取得を行う理由
　今回の自己株式取得は、機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて、
株主利益の向上を図ることを目的とし、行うものです。

２．取得に係る事項の内容
（１）取得する株式の種類　　　　当社普通株式
（２）取得する株式の総数　　　　4,000,000株（上限）
　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.87％）
（３）株式の取得価額の総額　　　10,000百万円（上限）
（４）取得期間　　　　　　　　　2026年１月15日～2026年11月30日
（５）取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

（参考）2025年11月30日時点の自己株式の保有状況
　　　　発行済株式総数（自己株式を除く）　139,173,442株
　　　　自己株式数　　　　　　　　　　　　 　2,326,558株

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2024年12月１日から2025年11月30日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

買 換 資 産
圧縮積立金

オープンイノ
ベーション
促 進 税 制
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 24,104 29,418 － 29,418 3,115 2,228 249 67,200 38,297 111,091
事業年度中の変動額
その他利益剰余金の取崩 △44 44 －
剰余金の配当 △8,757 △8,757
当期純利益 25,244 25,244
自己株式の取得
自己株式の処分 4 4
株式交換による変
動 4,096 4,096
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 4,100 4,100 － △44 － － 16,532 16,487
当期末残高 24,104 29,418 4,100 33,519 3,115 2,183 249 67,200 54,829 127,578

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △5,888 158,725 12,719 12,719 171,445
事業年度中の変動額
その他利益剰余金の取崩 － －
剰余金の配当 △8,757 △8,757
当期純利益 25,244 25,244
自己株式の取得 △16,288 △16,288 △16,288
自己株式の処分 21 25 25
株式交換による変
動 14,201 18,298 18,298
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 1,561 1,561 1,561

事業年度中の変動額合計 △2,065 18,522 1,561 1,561 20,084
当期末残高 △7,954 177,248 14,280 14,280 191,529
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によるものです。
⑵　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によるものです。
⑶　その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）によるものです。

　市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によるものです。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法によるものです。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
⑴　評価基準

　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、原価法（収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）によるものです。

⑵　評価方法
　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、移動平均法によるものです。

４．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によるものです。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　建物  　　　　　 ２～50年
　　機械及び装置　　２～10年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によるものです。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　ソフトウエア　　５～10年

⑶　リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
⑷　長期前払費用
　　　定額法によるものです。

５．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過年度実績率を基礎とした将来
の貸倒予測率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
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し、回収不能見込額を計上しています。
⑵　賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上
しています。

⑶　役員賞与引当金
　役員に支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上
しています。

⑷　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資
産の見込額に基づき計上しています。

①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によるものです。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（12年）による定額法により費用処理しています。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しています。
　なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る
未認識数理計算上の差異等を加減した額を超えている場合には、貸借対照表の前払年
金費用に計上しています。

６．収益及び費用の計上基準
　当社は、市販用、業務用、海外およびファインケミカルを主要な事業としています。

⑴　市販用
　市販用市場において、マヨネーズ・ドレッシング類、パスタソース、サラダ、惣
菜、パッケージサラダ、育児食、介護食などの商品または製品の販売を行っていま
す。主な履行義務は、顧客に商品または製品を引き渡す義務であり、商品または製品
の納品時に支配が顧客に移転すると判断していますが、当該商品または製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識
しています。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き
および割戻し等を控除した金額で測定し、重大な金利要素は含んでいません。

⑵　業務用
　業務用市場において、マヨネーズ・ドレッシング類、食酢、液卵、凍結卵、乾燥
卵、卵加工食品などの商品または製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧客
に商品または製品を引き渡す義務であり、商品または製品の納品時に支配が顧客に移
転すると判断していますが、当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの
期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しています。また、収益は
顧客との契約において約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した
金額で測定し、重大な金利要素は含んでいません。
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⑶　海外
　中国、東南アジア、北米などの海外市場において、マヨネーズ・ドレッシング類な
どの商品または製品の輸出販売を行っています。主な履行義務は、顧客に商品または
製品を引き渡す義務であり、インコタームズ等に定められた貿易条件に基づきリスク
負担が顧客に移転する時点で収益を認識しています。また、収益は顧客との契約にお
いて約束された対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定し、重
大な金利要素は含んでいません。

⑷　ファインケミカル
　医薬品、化粧品、食品などの原料としてヒアルロン酸や卵黄レシチンなどの商品ま
たは製品の販売を行っています。主な履行義務は、顧客に商品または製品を引き渡す
義務であり、商品または製品の納品時に支配が顧客に移転すると判断していますが、
当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合
には、出荷時点で収益を認識しています。また、収益は顧客との契約において約束さ
れた対価から、返品、値引きおよび割戻し等を控除した金額で測定し、重大な金利要
素は含んでいません。

７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　（退職給付に係る会計処理）

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会
計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
　　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022
年10月28日）等を当事業年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更による
計算書類への影響はありません。

　　（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」
の適用）
　「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱
い」（実務対応報告第46号 2024年３月22日）を当事業年度の期首から適用していま
す。なお、当該会計方針の変更による計算書類への重要な影響はありません。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 124,516百万円
２．偶発債務

保証債務
　　　次の会社および従業員の金融機関からの借入金等に対して連帯保証をしています。

Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o.
Kewpie Philippines, Inc.
従業員

1,442百万円
156百万円
99百万円

計 1,698百万円
３．関係会社に対する金銭債権 流動資産

固定資産
12,203百万円

139百万円
４．関係会社に対する金銭債務

５．取締役及び監査役に対する金銭債務

流動負債
固定負債
固定負債

47,512百万円
991百万円
80百万円

１．関係会社に対する営業収益 15,733百万円
２．関係会社に対する営業費用 100,305百万円
３．関係会社との営業取引以外の取引高 13,062百万円

自 己 株 式 の 種 類
普通株式

当 事 業 年 度 期 首 株 式 数 2,498,321株
当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 3,991,229株
当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 4,162,992株
当 事 業 年 度 末 株 式 数 2,326,558株

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

Ⅳ．損益計算書に関する注記

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．当事業年度増加株式数3,991,229株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得に
　　　　　よる3,989,800株および単元未満株式の取得による1,429株です。

２．当事業年度減少株式数4,162,992株は、アヲハタ株式会社との株式交換により
　　　　　交付した4,153,944株および譲渡制限付株式報酬として処分した9,048株です。

－ 32 －



2026/01/26 18:16:56 / 25276321_キユーピー株式会社_招集通知

個別注記表

繰延税金資産
　関係会社株式評価損 2,099百万円

退職給付信託益 1,613百万円
退職給付信託設定額 1,063百万円
減価償却費 729百万円
返金負債（販売促進費） 564百万円
投資有価証券評価損 492百万円
未払事業税 351百万円
その他 874百万円

繰延税金資産小計 7,789百万円
評価性引当額 △3,160百万円
繰延税金資産合計 4,628百万円
繰延税金負債

前払年金費用 △6,010百万円
買換資産圧縮積立金 △991百万円
オープンイノベーション促進税制 △76百万円
その他有価証券評価差額金 △6,368百万円

繰延税金負債合計 △13,447百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △8,818百万円

Ⅵ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称 住所 資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有(被
所有)割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会 社 を 含
む）

株式会社
中島董商店
（注２)

東京都
渋谷区 50

各種加工
食品の販
売

( 直接 8.3％ ) 間接 8.0％

直接 5.0％

　
役員
２人

商品の仕
入、製商
品の販売

製商品の
販売 38 売掛金 6

販促物の
購入 53

流動資
産（そ
の他）

24

消耗品の
購入 13 未払金 53

不動産の
賃貸 12

配当金の
受取 5

株式交換
（注４） 3,664

株式の
取得
（注５）

324

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会 社 を 含
む）

株式会社
董花
（注３）

東京都
渋谷区 100

不動産賃
貸業・リ
ース業

( 直接 8.0％ ) 役員
１人

事務所の
賃借およ
びリース
資産の購
入

不動産の
賃借 1,099 差入保

証金 926

リース資
産の購入 3

流動資
産（そ
の他）

71

未払金 3

流 動 負
債 （ そ
の他）

10

固 定 負
債 （ そ
の他）

15

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記
１．役員及び個人主要株主等
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称 住所 資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所 有(被 所
有)割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等（当該
会社等の子会
社を含む）

株式会社
nakato
（注３）

東京都
港区 10 酒類・食

品卸売業 なし なし
商品の仕
入、製商
品の販売

製商品の
販売 39 売掛金 21

商品の
仕入 369 買掛金 59

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等（当該
会社等の子会
社を含む）

株式会社
ユー商会
（注６）

東京都
渋谷区 10 不動産賃

貸業 ( 直接 0.2％ ) なし なし 株式交換
（注４） 801 － －

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等（当該
会社等の子会
社を含む）

株式会社
テ ィ ー ア ン
ドエー
（注７）

東京都
渋谷区 100 不動産賃

貸業 ( 直接 1.5％ ) 役員
1人 なし 株式交換

（注４） 76 － －

（注１） 取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同
様に決定しています。

（注２） 当社 取締役会長 中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過
半数を所有している会社が、議決権の89.1％を直接保有しています。

（注３） 当社 取締役会長 中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会
社が、議決権の100.0％を直接保有しています。

（注４） 株式交換については、当社の連結子会社であるアヲハタ株式会社の完全子会社
化を目的としたものであり、株式交換比率は、第三者による株式価値の算定結
果を参考に決定しています。なお、上記の取引金額は当社の株式の市場価格に
基づき算定しています。

（注５） 株式の取得価格については、独立した第三者算定機関による株式価値の算定結
果を基礎として決定しています。

（注６） 当社 取締役会長 中島周およびその近親者が、議決権の100.0％を直接保有し
ています。

（注７） 当社 取締役会長 中島周およびその近親者が、議決権の89.5％を直接保有して
います。
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称 住所 資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所 有( 被 所
有)割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
キユーピー
タマゴ
株式会社

東京都
調布市 350

液卵・凍
結卵・卵
加工品等
の製造お
よび販売

直接 100.0％
役員
１人

従業員
９人

製商品
の売上
ならび
に商品
および
原料の
仕入

商品およ
び原料の
仕入

40,694 買掛金 2,727

資金の
借入 5,526 短期

借入金 6,698

受取
配当金 3,335

子会社 株式会社
サラダクラブ

東京都
調布市 300

生鮮野菜
の加工お
よび販売

直接 51.0％
役員
２人

従業員
１人

製商品
の売上

資金の
借入 4,963 短期

借入金 5,267

子会社 デリア食品
株式会社

東京都
調布市 50

サラダ・
惣菜等の
販売

直接 100.0％
役員
３人

従業員
６人

製商品
の売上

資金の
借入 5,712 短期

借入金 8,328

子会社
KEWPIE
(THAILAND)
CO.,LTD.

タイ
バンコ
ク

百万バー
ツ

1,010

調味料、
食酢、サ
ラダ、加
工食品の
製造およ
び販売

直接 56.9％
役員
2人

従業員
４人

ありま
せん

増資の
引受
（注３）

3,184 － －

子会社 丘比（中国）
有限公司

中国
北京市

百万元
723

中国現地
法人の資
金管理お
よび経営
管理

直接100.0% 従業員
６人

資金管
理およ
び経営
管理の
委託

受取
配当金 1,831 － －

２．子会社等

（注１) 取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同
様に決定しています。
貸付金および借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定して
います。

（注２) 貸付金および借入金については、主にキャッシュ・マネジメント・システムの
資金運用等に伴うものです。
取引金額については、平均貸付残高および平均借入残高を記載しています。

（注３) 増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものです。なお、当該増資の
引受は第三者の算定した評価額に基づき決定しています。
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１株当たり純資産額 1,376.19円
１株当たり当期純利益 182.58円

Ⅷ．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．重要な会計方
針に係る事項に関する注記　６．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

Ⅹ．企業結合等関係に関する注記
　　（簡易株式交換による完全子会社化）

　連結注記表「Ⅺ．企業結合等関係に関する注記」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しています。

Ⅺ．重要な後発事象に関する注記
　　（社債の発行）

　連結注記表「Ⅻ．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しています。

　　（自己株式の取得）
　連結注記表「Ⅻ．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しています。

Ⅻ．連結配当規制適用会社に関する注記
当社は連結配当規制適用会社です。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
また、議決権等の所有（被所有）割合は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示して
います。
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